
特別養護老人ホーム遠賀園 重要事項説明書 
 
１． 当園が提供するサービスについての相談窓口 
電 話   ０９３－２９３－５５２２ 
担 当   森  泰 子 （生活相談員） 

※ ご不明な点は何でもお尋ねください。  
 
２． 特別養護老人ホーム遠賀園の概要 
（１）提供できるサービスの種類 

名 称 特別養護老人ホーム 遠賀園 

所 在 地 福岡県遠賀郡遠賀町浅木三丁目１８番１号 

介護保険指定番号 福岡県 第４０７５２００１０７号 

 
（２）設備の概要 

定 員 ５０名 静養室 1 室 

居 室 

４人部屋 
１２室（１室

35.64 ㎡） 
医務室 1 室 

２人部屋 
１ 室 （ １ 室

18.48 ㎡） 
食 堂 1 室 

  機能訓練室 1 室 

浴 室 
一般浴槽と特殊

浴槽があります   



（３）施設の職員体制 
 資 格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管 理 者 社会福祉士 １  施 設 長 １名 

医  師 医師  １ 入園者の健康管理 １名 

生活相談員 社会福祉士・社会福祉主事 １  入園者の生活相談 １名 

栄 養 士 管理栄養士・栄養士 １・２  献 立 作 成 ３名 

機能訓練指導員 PT  １ 入園者の機能訓練 １名 

介護支援専門員 介護支援専門員実務研修修了者  １ 入園者のケアプラン作成 １名 

事務職員 簿記２級・３級 ２  会 計 全 般 ２名 

介
護
・
看
護
職
員 

看 護 職 員 １ １ 入園者の健康管理及び介護 ２名 

准 看 護 職 員 ３  入園者の健康管理及び介護 ３名 

介 護 福 祉 士 １０ １１ 入園者の介護 ２９名 

実務者研修修了者 ３ ３   

初任者研修修了者 １    

そ の 他 １    
 
（４）勤務体制 
 区分 始業 終業 休憩時間 
相談員 
 

早出 
遅出 

８：３０ 
１０：００ 

１７：００ 
１８：３０ 

１３：００～１４：００ 
午前１５分 午後１５分 

事務員 
 

早出 
遅出 

７：３０ 
１０：００ 

１６：００ 
１８：３０ 

１３：００～１４：００ 
午前１５分 午後１５分 

寮母 
 
 
 

早出 
遅出 
当直 
夜勤 

６：３０ 
１０：３０ 
１６：００ 
２２：００ 

１５：００ 
１９：００ 
９：３０ 
６：３０ 

１３：００～１４：００ 
午前１５分 午後１５分 
仮眠４時間 
２４：００～１：００ 

看護師 
 

早出 
遅出 

７：３０ 
１０：００ 

１６：００ 
１８：３０ 

１３：００～１４：００ 
午前１５分 午後１５分 

栄養士 
調理員 

早出 
遅出 

６：３０ 
１０：００ 

１３：３０ 
１８：３０ 

１３：００～１４：００ 
午前１５分 午後１５分 

※寮母３０分短縮分 1 ヶ月で調整 
 
 
 
 



３．サービス内容 
① 施設サービス計画の立案      ⑦健康管理 
② 食事               ⑧特別食の提供 
③ 入浴               ⑨行政手続き代行 
④ 介護               ⑩日常費用支払い代行 
⑤ 機能訓練             ⑪所持品管理 
⑥ 生活相談             ⑫レクリエーション 

 
４．支払方法 
事業者は、前月分の請求額を毎月２０日までに入所者に通知し、毎月末日までに現金又

は口座振込にてお支払いいただきます。 
お支払いいただきますと、必要に応じて領収書を発行いたします。 
 
５．入退所の手続き 
（１）入所手続き 
まずは、お電話等でお申込ください。居室に空きがあれば入所いただけます。入所と同

時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 
※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談

ください。 
 
（２）退所手続き 
①入所者のご都合で退所される場合、退所を希望する日の１週間前までにお申し出下さ

い。 
 
②自動終了 
以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

・ 入所者が他の介護保険施設に入所した場合 
・ 介護保険給付でサービスを受けていた入所者の要介護認定区分が、非該当（自立

又は要支援）と認定された場合 
※ この場合、所定の期間の経過をもって退所していただくことになります。 
・ 入所者がお亡くなりになった場合 

 
① その他 
・ 入所者が、サービス利用料金の支払いを１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催

告したにもかかわらず７日以内に支払わない場合、または入所者やご家族等が、

当施設の従業者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は

退所していただく場合がございます。この場合、契約終了１週間前までに、文書

にて通知いたします。 
 



・ 入所者が病院または診療所に入院し、明らかに３ヶ月以内に退院できる見込みが

ない場合または入院後３ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場

合は、文書で通知の上、契約を終了させていただく場合がございます。尚この場

合、退院後に再度入所を希望される場合はお申し出下さい。 
・ やむを得ない事情により、当施設を閉鎖又は縮小する場合、契約を終了し、退所

していただく場合がございます。この場合、契約終了１ヶ月前までに文書にて通

知いたします。 
 
６．当施設のサービスの特徴等 
（１）運営の方針 
福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、または社会、経済、文

化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及

び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援

助することを目的とする。 
（２）施設利用にあたっての留意事項 
・面 会        時間に制限はありません。事務所前の面会簿への記入をおね

がいします。 
 
・外出・外泊      外出・外泊届出用紙に必要事項を記入の上、行って下さい。 
 
・飲酒・喫煙      定められた場所での飲酒・喫煙をお願いします。 
 
・設備・器具の利用   施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用

ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、

賠償の対象となることがあります。 
 
・金銭・貴重品の管理  金銭・貴重品は原則として管理させていただきますが、それ

に及ばない場合の盗難、紛失には一切責任を負いませんので

ご了承ください。 
 
・所持品の持ち込み   スペースに限りがあります。できるだけ少なくし、衣類等は

季節ごとの衣替えをお願いします。 
 
・宗教活動       施設内での入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠慮

ください。 
 
・ペット        ペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。 
 
 



７．緊急時の対応方法 
施設は入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとす

る。 
施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 
 
８．介護現場におけるハラスメント対策 

（１）サービス利用に関する留意事項 

 ・利用者及び利用者家族等の禁止行為 

① 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

例：コップを投げつける/蹴る/唾を吐く 

  ② 職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、 

   おとしめたりする行為） 

    例：大声を発する/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする/「この程度できて当  

    然」と理不尽なサービスを要求する 

  ③ 職員に対するセクシャルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的態  

   度の要求等、性的ないやがらせ行為） 

    例：必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/あからさまに性的な話をする 

 

（２）サービス契約の終了 

 ・事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、サービス契約を解除することができる。 

  ① （略） 

  ② （略） 

  ③ 利用者又は利用者の家族等からの職員に対する身体的暴力、精神的暴力又は 

   セクシャルハラスメントにより、職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれ 

   のある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難 

   である等により、利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困難に 

   なったとき。 

 

９．非常災害対策 
対 策    職員に対する防災マニュアルの習得を行っています。 
設 備    スプリンクラー、防災扉・シャッター、自動火災報知器、消火器、誘導

灯、非常用電源など必要な設備を備えています。 
訓 練    消防署、消防団、地域住民と非常時を想定した合同訓練などを行ってい

ます。 
防火責任者   犬 伏  秀 克 
 
 



１０．サービス内容に関する苦情 
①当施設お客様相談、苦情担当 
 苦情解決責任者  安 高  裕 二（施設長） 
 苦情担当    森  泰 子（生活相談員）電話番号 ０９３－２９３－５５２２ 
                      FAX 番号 ０９３－２９３－５０２０ 
②その他 
当施設以外に市区町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 
 

・ 福岡県運営適正化委員会           ０９２－９１５－３５１１ 
・ 国民健康保険団体連合会 相談・苦情処理   ０９２－６４２－７８００ 
・ 福岡県介護保険広域連合 遠賀支部      ０９３－２９１－５２６６ 
・ 遠賀町役場 福祉課         （代表）０９３－２９３－１２３４ 
・ 岡垣町役場 福祉課         （代表）０９３－２８２－１２１１ 
・ 水巻町役場 福祉課         （代表）０９３―２０１－４３２１ 
・ 第三者相談委員会 （責任者）安 高 裕 二 ０９３－２９３－５５２２ 

       （浅木区元民生委員）松 尾 幸 子   個人情報保護の為無記載 
        
１１．当施設の概要 
名称・法人種別    社会福祉法人 筑前会 
 
代表者役職・氏名   理事長 二 神  正 光 
 
名称・施設名     介護老人福祉施設 遠賀園 
 
管理者名       施設長 安 高  裕 二 
 
所在地        福岡県遠賀郡遠賀町浅木三丁目１８番１号 
 
電話番号       ０９３－２９３－５５２２ 
 
FAX 番号             ０９３－２９３－５０２０ 
 
 
 
 
 
 
 
 



施設または実施する事業 ①居宅介護支援事業 
            ②訪問介護事業 
            ③訪問入浴介護事業 
            ④通所介護事業（デイサービスセンターふれあい） 
            ⑤短期入所生活介護事業 
            ⑥短期入所生活介護事業（ユニット） 

⑦特別養護老人ホーム遠賀園 
            ⑧在宅介護支援センター 
 
１２．第三者評価の実地の有無 

  第三者評価     あり   なし 

 
 


